
正 誤 表 

 
「新しい食品加工学（改訂第 3 版 第 1 刷）」 
下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。 
 

頁 該当箇所 誤 正 

74 ↑1 行目 肉食が 肉色が 

127 表 4・6‐1 ［以下に差し替え］ 

 

129 図 4・6‐2 ［以下に差し替え］ 

 

17 行目 入れという．このとき，酵素たんぱく

質などが 

入れという．一般的なしょうゆは，保存性を高めるため

にアルコールや保存料が添加されるが，無添加のだい

ず，こむぎ，食塩だけのしょうゆを生（き）じょうゆと

いう．このとき，酵素たんぱく質などが 



19，20 行目 「生しょうゆ」 「生（なま）しょうゆ」 

177 図 5‐1 ポリ塩

化ビニリデン構

造式 

［以下に差し替え］  

           

191 10 行目 特定原材料 7 品目（えび，かに，小麦， 特定原材料8品目（えび，かに，くるみ，小麦， 

13 行目 特定原材料に準ずる 21 品目 特定原材料に準ずる20品目 

15 行目 くるみ，ごま，さけ， ごま，さけ， 

↑1～↑12 行目 パパイヤである パパイヤ，からしなである 

↑10～↑8 行目 基準別表第 17 にあげるものについて

～もしくは「原材料名」と表示する． 

基準別表第 17 にあげる対象農産物を原材料とする場

合，遺伝子組換え農産物では原材料名の次にかっこをつ

けて「遺伝子組換え」など，分別されていない農産物で

は「遺伝子組換え不分別」などと表示することが義務づ

けられている．それ以外の場合は原材料名だけを表示す

るか，任意表示として，遺伝子組換え農産物が混入しな

いように分別生産流通管理が行われた場合は「分別生産

流通管理済」など，遺伝子組換え農産物の混入がないと

認められる場合に限り「遺伝子組換えでない」などと表

示できる． 

↑2 行目 （高オレイン酸だいず，ステアリドン

酸産生だいず，高リシンとうもろこ

し） 

（ステアリドン酸産生だいず，高リシンとうもろこし，

エイコサペンタエン酸（EPA）産生なたね，ドコサヘキ

サエン酸（DHA）産生なたね） 



192 表 6‐5 ［以下に差し替え］ 

 

193 表 6‐6「猶予期

間」の行 

［削除］ 
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